
常務理事会 

（第45事業年度・第６回 

平成22年８月31日常務理事会） 

 主な議事内容は次のとおりです。 

Ⅰ 審議事項 
１．経営研究調査会からの答申『経
営研究調査会研究報告「非営利
組織の不正調査に関する公表事
例の分析」』に関する件 

非営利組織の不正に関して、公認会

計士が内部調査委員会の委員等として

不正調査業務に関与する場合や、外部

調査委員会の委員として内部調査委員

会の調査を監視・監督する業務を要請

された場合の参考に資するため、経営

研究調査会研究報告第43号「非営利組

織の不正調査に関する公表事例の分

析」として取りまとめた旨提案があり、

審議の結果、提案どおり承認された。 

２．会計制度委員会からの答申に関
する件 

(1) 会計制度委員会報告第６号「連
結財務諸表における税効果会計
に関する実務指針」及び会計制
度委員会報告第10号「個別財務
諸表における税効果会計に関す
る実務指針」の改正について 

(2) 『企業会計基準公開草案第43号
「公正価値測定及びその開示に
関する会計基準（案）」及び企
業会計基準適用指針公開草案第
38号「公正価値測定及びその開
示に関する会計基準の適用指針
（案）」』に対する意見につい
て 

(3) IASB公開草案「確定給付制度
（IAS第19号の修正提案）」に対
する意見について 
           ほか３件 

平成22年度税制改正によるグループ

法人税制の創設等並びに平成22年6月

30日付けで企業会計基準委員会から公

表された『改正実務対応報告第５号

「連結納税制度を適用する場合の税効

果会計に関する当面の取扱い（その

１）」及び同第７号「連結納税制度を

適用する場合の税効果会計に関する当

面の取扱い（その２）」』の公表を受

け、会計制度委員会報告第６号「連結

財務諸表における税効果会計に関する

実務指針」及び会計制度委員会報告第

10号「個別財務諸表における税効果会

計に関する実務指針」を改正する旨、

平成22年７月９日付けで企業会計基準

委員会から公表された『企業会計基準

公開草案第43号「公正価値測定及びそ

の開示に関する会計基準（案）」及び

企業会計基準適用指針公開草案第38号

「公正価値測定及びその開示に関する

会計基準の適用指針（案）」』に対す

る協会意見を取りまとめた旨、また、

平成22年４月29日付けで国際会計基準

審議会から公表された『IASB公開草案

「確定給付制度（IAS第19号の修正提

案）」』に対する協会意見を取りまと

めた旨、それぞれ提案があり、審議の

結果、提案どおり承認された。 

 

このほか、主な審議事項は次のとお

りです。 

○会計制度委員会からの意見具申『「

会社計算規則の一部を改正する省令

案」に対する意見』に関する件 

○第45事業年度各種委員会への諮問に

関する件 

 

 

理事会 

（第45事業年度・第６回 

平成22年９月１日理事会） 

 主な議事内容は次のとおりです。 

Ⅰ 会長報告 

山崎会長から配付資料に基づき、公

認会計士試験制度、IFRSを巡る動き、

税理士法改正を巡る動きへの対応等、

最近の事業及び会務の運営状況につい

て、会則第95条に基づく報告があり、

協議を行った。 

Ⅱ 審議事項 
１．「公認会計士制度に関する懇談
会」中間報告に対する意見に関
する件 

平成22年８月４日付けで金融庁から

公表された「公認会計士制度に関する

懇談会」中間報告に対する協会意見を

取りまとめた旨提案があり、審議の結

果、提案どおり承認された。 

２．日本税理士会連合会「税理士法
改正に関する意見（案）」に対
する意見に関する件 

平成22年５月31日付けで日本税理士

会連合会から公表された「税理士法改

正に関する意見（案）」に対する協会

意見を取りまとめた旨提案があり、審

議の結果、提案どおり承認された。 

Ⅲ 報告事項 
１.IFAC－IPSASBウィーン会議報告
に関する件 

２．国際統合報告委員会（IIRC）作
業部会報告に関する件 

平成22年６月28日から７月１日にか

けてウィーンにおいて開催されたIFAC

－IPSASB会議について、また、平成22

年７月19日にロンドンにおいて開催さ

れた国際統合報告委員会（IIRC）作業

部会についてそれぞれ報告があった。 

 

 なお、その他の主な報告事項は次の

とおりです。 

○非上場会社の会計基準に関する懇談

会報告書公表に関する件 

○第45事業年度常置委員会等委員の委

嘱に関する件 

○「公認会計士の日」（７月６日）に



おける広報の活動報告に関する件 

以 上 

（総務本部長 柏原 治） 


